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こ
の
度
は
「
平
成
二
十
年
度
版
・
新
版
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
六
法
」
を
ご
購
読
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

誠
に
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、

本
書
に
次
の
と
お
り
、
記
述
の
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
謹
ん
で
お
詫
び
申
し
上
げ
、
訂
正
い
た
し
ま
す
。 
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ペ
ー
ジ
・
位
置 

平
成
十
九
年
四
月
一
日 

（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
法
務
省
令
第
十
五
号
） 

速
達
に
相
当 

速
達
の
取
扱
い 

速
達
料 

又
は
配
達 

日
本
郵
政
公
社 

当
該
法
人
の
代
表 

受
け
る
べ
き
者
が
、 

書
面
申
請
に
お
い
て
、
法
第
二
十
一
条 

受
け
る
べ
き
者
が
、 

電
子
申
請
に
お
い
て
、
法
第
二
十
一
条 

に
定
め
る
者
以
外
の 

登
記
所
に
お
い
て
登
記
識
別
情
報 

登
記
を
除
く 

  

平
成
十
九
年
四
月
一
日
法
務
省
令
第
十
五
号 

（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日
政
令
三
百
九
十
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。 

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日
政
令
第
三
百
九
十
号

新
信
託
法
の
施
行
の
日 

（
平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日
法
律
第
百
九
号
） 

第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る 

第
二
十
二
条
前
段
の
定
め 
平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日
法
律
第
百
九
号 

 
 

誤 

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日 

（
平
成
二
十
年
一
月
十
一
日
法
務
省
令
第
一
号
） 

 

当
該
取
扱
い
に
相
当 

当
該
取
扱
い 

当
該
郵
便
物
を
こ
れ
と
同
一
の
種
類
に
属
す
る
他
の
郵
便
物
に
優

先
し
て
送
達
す
る
取
扱
い
の
料
金 

若
し
く
は
配
達 

郵
便
事
業
株
式
会
社 

当
該
登
記
義
務
者
で
あ
る
法
人
の
代
表 

受
け
る
べ
き
者（
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
方
法
に
よ

っ
て
通
知
を
受
け
る
べ
き
も
の
に
限
る
。
）
が
、 

法
第
二
十
一
条 

受
け
る
べ
き
者（
第
六
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
方
法
に
よ

っ
て
通
知
を
受
け
る
べ
き
も
の
に
限
る
。
）
が
、 

法
第
二
十
一
条 

③ 

送
付
の
方
法
に
よ
り
登
記
識
別
情
報
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
を
求
め
る
場
合
に
は
、
申
請
人
は
、
そ
の
旨
並
び
に
次
項

及
び
第
五
項
の
場
合
の
区
分
に
応
じ
た
送
付
先
の
別
（
第
五
項
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
自
然
人
で
あ
る
代
理
人
の
住
所
に

あ
て
て
書
面
を
送
付
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
当
該
代
理
人
の
住
所
）
を
申
請
情
報
の
内
容
と
す
る
も
の
と
す

る
。 

に
定
め
る
者
並
び
に
同
条
第
二
項
の
代
理
人（
申
請
人
か
ら
登
記
識

別
情
報
を
知
る
こ
と
を
特
に
許
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）
以
外
の 

登
記
識
別
情
報 

登
記
を
除
き
、
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
第

三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
さ
れ
た
信
託
に
よ
る
権
利
の
変
更

の
登
記
を
含
む 

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日
法
務
省
令
第
一
号 

（
平
成
二
十
年
一
月
十
一
日
政
令
第
一
号
） 

こ
の
政
令
は
、
平
成

二
十
年
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日
政
令
第
一
号 

平
成
二
十
年
一
月
一
日

（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
法
律
第
百
三
十
二
号
） 

第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る 

第
二
十
二
条
前
段
の
定
め
若
し
く
は
第
二
十
三
条
第
一
項
の
定
め 

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
法
律
第
百
三
十
二
号 
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